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空家等の適切な管理推進に関する規定の基本的な方向性について 

 

１ 規定の必要性について 

適切な管理が行われていない空家等（建築物又はこれに附属する工作物であって居

住その他の使用がなされていないことが常態であるもの及びその敷地。以下、「空家等」

という。）の存在が防災、衛生、景観等の地域住民の生活環境に影響を及ぼしているこ

とから、「空家等対策の推進に関する特別措置法」（以下、「空家法」という。）が平成

２７年５月に全面施行され、その改善・解消に向けた効果的な対策の実施が可能とな

りました。 

しかし、空家法は空家等対策に関する全国一律・画一的に規定された総則的な法規

定であるため、区では空家法の規定を前提としながら、空家の状況や地域の実情に応

じた区独自の空家対策を実施していく為の規範や基準等を定めていくものとします。 

 

２ 規定整備の方向性等について 

  空家法は、管理不全建築物等に対する行政代執行措置を認めるなど、空家対策にお

ける具体的な対策規定を置く法律であることが特色として挙げられます。 

こうしたことから規定整備の方向性として、空家法の規定を生かしつつ補足事項や

区独自の対策等を条例に盛り込むことを基本とします。 

 

３ 条例の主な内容について（案） 

（１）目的 

   空家等の適正な管理に関し、空家法に定めるものの他必要な事項を定めることに

より、空家等が管理不全な状態のままで放置されることを防止し、区民の生命、身

体及び財産の保護並びに良好な生活環境の保全を図り、もって安全な地域社会の実

現を図ることを目的とします。 

 

（２）空家等所有者等の責務 

空家法第３条に対応し、所有者又は管理者を「所有者等」とし、所有者等は空家

等が周辺の生活環境に悪影響をおよぼさないよう適正な管理を行う義務を負うこと

を規定します。 
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（３）区の責務 

① 空家の適正管理等 

  所有者等による空家等の適正な管理を推進するとともに、特定空家等の状態に

ある家屋については、空家法の趣旨に基づき適切な措置を講ずることとします。 

② 利活用の促進 

  空家等に関する利活用の促進に関し、事業者間の連携を支援するなど必要な措

置を講じます。 

③ 空家化を抑制するための措置 

    住宅等の将来的な空家化を抑制するため、不動産の有効利用に関する意識啓発

など必要な措置を講じます。 

 

（４）適切な管理が行われていない空家等に対する調査 

適切な管理が行われていない空家等について区が当該空家等に立入調査をするこ

と、又は関係者に質問することができるものとします。 

 

（５）区民等の役割 

   区民等は、その居住している地域または事業活動を行っている地域に存する空家

等が管理不全状態になることのないよう、区や近隣の区民等と相互に協力するよう

努めるものとします。 

 

（６）氏名・住所等公表措置 

特定空家等の対策にあたっては、空家法の規定に基づき「助言及び指導」、「勧告」

というステップを経た後に、なお管理不全状態が改善されない場合に「命令」を行

うことになりますが、当該命令に従わない場合には、命令に従わなかった者の氏名

及び住所、命令の対象である空家等の所在地等の事項を公表することができるもの

とします。これにより、上記「命令」の実効性を間接的に担保することが期待でき

ます。 
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（７）緊急安全措置 

特定空家状態にある空家等において管理不全状態を解消するには、「助言及び指導」

等のステップを踏みながら所有者等に改善を求めていくのが原則です。 

しかし、指導等に時間がかかる場合も多く、そもそも所有者や管理者を確知する

のに時間を要するケースも想定されます。 

このような管理不全状態に起因して区民に危害が及ぶことを避けるため緊急の必

要がある場合に、条例において必要最小限度の応急措置を区自ら行うことができる

ものとします。例えば、外壁が大きく剥がれてすぐにも近隣家屋に被害が及びそう

な場合や軒下の瓦が崩れて道路上に落下しそうな場合に簡易的な立入り禁止措置を

行うことなどです。 

こうした対応措置は、行政機関が具体的な義務を課すことなく、私有財産に直接

実力を加える作用（行政法上の即時執行）に該当することから、実際の運用にあた

っては、緊急性を考慮した上で必要かつ相当と認められる範囲内において具体的な

措置を行うことになります。 

 

４ 特定空家等に対する措置について 

（１）特定空家等に対する措置に係る実施基準の策定 

特定空家等の対策にあたっては、空家法の規定に基づき、「助言及び指導」、「勧告」、

「命令」というステップを踏んだ後に、危険性が高く公益上必要な場合に「代執行」

等強制措置を区市町村長が実施できるものとしています（次頁【参考】）。 

しかし、空家法の法文上の規定のみでは、問題となる案件について、特定空家等

として認定することができる詳細な実施基準が明らかになっていません。 

このため、区が特定空家等対策を実施していくにあたっては、実務に必要な区独

自の実施基準を策定していく必要があります。 

 

（２）特定空家等対策に係る検討組織の設置 

特定空家等に対する措置が必要な事案が発生した際には、空家法の規定及び上記

実施基準に基づき対応していくことになりますが、実施に際して慎重を期すため、

区職員により構成する組織を設置し、事案への対応等について協議することを想定

しています。 
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条 項 内 容 

 助言及び指導 
空家法第１４条第１項に基づき、特定空家等の所有
者等に対し、除却、修繕、立木の伐採等の助言及び
指導ができる。 

 勧告 
前項の助言・指導による改善が見られない場合に勧
告を行う。勧告の実施により固定資産税の住宅用地
特例が不適用となる不利益が所有者に課せられる。 

 命令 

勧告に係る措置を所有者等が正当な理由なくとらな
かった場合、必要に応じてその者に対し、相当の猶
予期限を付けて、その勧告に係る措置をとることを
命ずることができる。 

 代執行 
猶予期限内に命令が履行されない場合、または履行
しても十分でない場合に、行政代執行法の規定によ
る代執行を行うことができる。 

 

【参考】空家法に基づく特定空家等対策 


